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1 序

　図書館の 世界に は 「図書館の 自由」とい う概念 が あ り、それ は 図書館存立の 基本的な理念 を

示すもの で ある 。 それ を実現 する ことは図書館な い し図書館員の 最 も重要な責務 と されて い る 。

その 内容 は1954年度第40回全 国図書館大会および 日本図書館協会 （日図協）総会 におい て採択

され、1979年に 改訂 された 「図書館の 自由に関す る宣言」〔1） （以下 「自由宣言」または単に

「宣言」）の 中に示 され て い る 。 これは主文 と副文か ら構成 され て い て 、主文は宣言の 本体で

あ り、その 具体的指針 を示 し た もの が副文で ある。1979年改訂の 主文 を次 に示す。

　図書館 は、基本的人権のひ とつ と して 知る自由をもつ 国民 に、資料と施設 を提供する こと

を、もっ とも重要な任務とする 。

　こ の 任務 を果 たすため 、図書館 は次の こ とを確認 し実践する 。

　第 1　 図書館は資料収集の 自由を有す る。

　第 2　 図書館 は資料提供の 自由を有する 。

第 3　 図書館 は利 用者の 秘密 を守 る。

　第 4　 図書館はすべ て の 検閲に反対す る 。

　図書館の 自由が侵 され る と き、われわれは 団結 し て
、 あ くまで 自由を守る 。

　 こ の 宣言の 思想 は、日本の 敗戦 まで の 図書館が 公権力に よる思想統制に協力 し、国民の 「思

想善導」の 機関と して の 役割を果すこ とに な っ た歴史に対する反省が基盤 に な っ て い る 。

　新憲法の 制定 を受 けて 日本の 教育改革 を推 し進め る法制が着々 と定め られ 、 教育基本法（1947

年）、社会教育法 （1949年）の 精神に基づ い て 1950年には 図書館法が制定 された 。当時 日本国

民は平和な民主社会建設へ の 夢を描 い て い たが、 こ の 夢は同 じ年の 朝鮮戦争の 勃発に よ っ て破

られ た 。 それを契機 として 社会情勢 はい わゆ る逆 コ ース へ 傾斜 して い き、そうなる と日本社会

の 基底に は強固に戦前の体質が残 っ て い るこ とを痛感 させ られ る よ うにな る の で あ る 。

　図書館の 場で は 、破壊活動防止法 （破防法）案 をめ ぐっ て 、図書館界と し て それに 反対すべ

きか どうか と い う論議が戦わ され 、 それに続い て 『図書館雑誌』 （以下 『図雑』）誌上で 「図書
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館の 中立性」 につ い て の 論争 が続け られた。1952年 には秩父市立秩父図書館で 、進歩 的文化人

と 目されて い た 中島健蔵氏 をか こ む座談会が企画 され た際、警察官が同館司書の 机の 中を勝手

に調べ ると い う事件が起 っ た 。

（2 ）

　 こ の こ とが あ っ て 埼玉県公共図書館協議会は 、日図協に 「日本図書館憲章」 を速やか に制定

す るよう申し入 れた 。 これは ア メ リカ合衆国 （以下 ア メ リカ）の 「図書館の 権利宣言」（LIBRARY

BILL　OF 　RIGHTS ，1948）〔3） に相当する もの で ある。同協議会か らの 申し入れ を受けて 、日図

協は い ろい ろ論議を重ね た末、1954年度第40回全 国図書館大会で 「図書館の 自由に 関す る宣言」

を採択 した の で ある 。

　なお先 に示 した宣言文の 「第 3　 図書館 は利用者の 秘密を守る」は、1954年宣言に は無か っ

た もの で ある。その 後 1979年 の 改訂で こ の 項が加 えられ るように なっ た の も、時代の 状況 を反

映 した結果で あ る ことは後に述べ る 。

　 しか し こ の 国民の 「知 る 自由」 をうた っ た りっ ぱな 「宣言」 も、図書館 その もの の低 迷が続

く中で は宝の 持 ち腐れの まま図書館界で も忘れ去 られ ようとし て い た 。 「自由宣言」 を改 めて

明確に思 い 起すの は、1973年山口 県立図書館で数十冊の 図書が隠匿されて い る こと を、
一
市民

に よ っ て 指摘 される まで待た な けれ ばな らなか っ た 。 そ こ に至る まで に、公 共図書館は い くつ

か の 画期的な取組み と 、 図書館員の 日常的な努力の 積み重ね に よ っ て
、 住民に 利用 される図書

館 を実現す る必要が あっ た 。 これに つ い て は後 に述 べ る 。

　 こ こ まで見て きたよう に、「図書館 の 自由」とい う用語 は、一見図書館 の 権力的な独 断専行

を意味す るよ うに誤解 されそ うだが決 し て そうで は な く、「宣言」 を読めばわか る通 り 「国民

の知る 自由を保障する」責務の表明を意味 して い るの で ある 。

　本稿で は、こ の 「宣言」 に表明 された理念の 実現の 過程 と、敗戦後の 日本の 公立図書館の 発

展 が、強 い 相関関係 にある もの と して概観 して い る 。

　なお本稿で は 「公共図書館」とい う用語 が、一般 的に 地域住民 に公 開 された 図書 館 public

libraryとい う意味を表して わか りやすい の で 主 にそれ を使 っ て い るが、住民に対する地方自治

体の 責務を明らか にすべ き と こ ろで は図書館法上の 「公立図書館」を使う こ とが あ る 。

2　厂中小 レ ポー
ト」 か ら東京都の 図書館政策 まで

　「公立図書館」の概念 は、図書館法 の 中に示 され たが 、現実 の公立 図書館 は、理想 とは程遠

い 貧 し さの 中に 沈ん で い た。住民の 日常生活に お い て は 目に入 らな い ほ ど地域 に は図書館は 少

な か っ た 。 少な い 上 に図書費は貧弱で 、 多少の 閲覧席は 、 図書館の 資料を利用 しな い 受験生 に

占領 され、図書館員 は展望 を持て ず、およそ住民 とは縁の 無い 存在で あ っ た。一方で は大都市

に 、威厳に満ちた大図書館が い くつ か存在 し て い た が、これ も例外な く早朝か ら受験生が列 を

な して 、 単に座席の 利用 をめ ざして押 し寄せ 、

一
般の 市民 は利用 しよ うに も入館すらで きな い
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ありさまで あっ た 。 しか し こ の よ うな状態を打ち破ろうとす る努力が
一

方で は 進め られて い た。

2 − 1　 「中小 レポー ト」の刊行 （1963年）

　1963年 3 月、日図協の 中小 公共図書館運営基準委員会 （以下基準委員会）に よっ て まとめ ら

れた報告書 『中小都市に お ける公共図書館の 運営一 中小公共図書館運営基準委員会報告一』が

日図協か ら刊行 された。これは通常 「中小 レ ポー
ト」 と略称 されて い る もの で ある 。 貧 しい な

が ら各地 に存在す る中小の 公立図書館 を、現地の 図書館員 を含めて 2年余 り徹底的に調査 し討

議 した末の 成果で ある。こ の 調査報告書は 、それまで図書館に何か の 役割 を期待しな が ら、図

書館の 貧 しい 状況の 中に 目標 を見出せ ず、現実に 埋没 し て い た心 ある図書館員を瞠 目させ た。

単に現状報告 お よび分析 に と どまらず、大胆 に公共図書館の 任務 を表明 し、今何 をするべ きか

を提言 した書で あっ たか らで ある 。

　同報告書は 、まず公 共図書館の 機能を次の よう に規定する 。

　「公共図書館の 本質的な機能は 、資料 を求め るあ らゆ る人々 やグ ル ープ に 対 し、効果的 に か

つ 無料で資料 を提供す る とともに、住民の 資料要求を増大させ るの が 目的で あ る。」そ して 「資

料提供と い う機能は 、公共図書館 に と っ て 本質的、基本的、核心 的な もの で あ り、そ の 他の 図

書館機能の い ずれに も優先す る もの で ある 。 」 と宣言す る。

　次に 「中小公共図書館 こ そ公共図書館で ある」と高 らか に表明する 。 なぜ な ら 「憲法の 精神

や 図書館法の 理念か ら 、 日本 国民 は公共図書館の サ ービ ス を、自由、平等、無料に 受け られる

権利 をもっ て い る 。」 そ し て 「日本国民 は都道府 県民の集合体で あ り、都道府県民で あ る前に、

市町村民 と しての生活者で あ る 。 」従 っ て利用者で ある住民 は 「生活の 場 の 手近な所 に在 る、

または通勤通学の 途 中に 立 ち寄れ る近距離に在る数多い 図書館施設 （建物に限らな い ）を望 ん

で い る」の で あ る 。 「府県立図書館そ の 他の 大図書館に つ い て は関知する必要 はな い 」と言い 切 っ

て い る。もちろん都道府 県立図書館 が不必要とい っ て い る の で は な く、「大図書館は 中小図書

館 の 後盾 として必要で ある」 と位置づ ける。

　 これは 、図書館を 「自由宣言」にお け る 「国民の知 る 自由」を保障す る機関 と して と らえた

もの で ある 。

2 − 2　 日野市立図書館の 開館 （1965年）

　 1965年、東京都三 多摩地区の
一

角に全 く新 し い 公立図書館が発足 し た 。 日野市立 図書館で あ

る。「中小 レ ポー
ト」計画の 提案者で あ っ た 日図協事務局長の有山菘が 1964年、出身地 で ある

日野市の社会教育委員会議長に就任し 「中小レ ポ ー ト」の 提言 を実行 に移 した もの で ある。（4 ｝

　 1965年 に は 、有山は 「中小 レ ポー
ト」を作成 した時の 基準委員会の 事務局 を担当した 日図協

事務局職員前川恒雄 を、日野 市に招い て 図書館建設の 準備 に当 らせ た。それ以前、前川 は 「中

小 レ ポー
ト」を完成 した 1963年10月に、協会か ら派遣 されて 6箇 月間イ ギリス の 図書館 をつ ぶ
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さ に 見聞し研修 して き て い た 。 その イギ リス で の 衝撃的な体験をもとに、「中小 レ ポー
ト」で

提起 された理念 を日野市で どう実施するか を検討 して い っ た 。図書館 につ い て の 認識がほ とん

ど無か っ た 日本の 役所の 中で 、図書館の 有用性 を理解 させ 予算 を獲得 して ゆく苦労は、前川 自

身の 著書 『移動図書館ひ まわ り号』（筑摩書房　1988）に克明に書か れて い る。

　苦 しい 制約 を乗 り越 えて公共図書館の 理念を実現す る効果的な方法 を工 夫 し試み た末、1965

年 9月、日野市立図書館は 自動 車 1台に よる移動図書館で 出発 した の で あ る 。 そ して移動図書

館が駐車す る先 々 で 予想 を上回 る市民が集ま っ て きて 、 積ん で き た 図書を惜り出 し て い っ た
。

それ まで 図書館員は、住民は本を借 りて読んで は くれ ない の で はない か とい う疑い を抱い て い

た の が、見事 に打 ち破 られた の で ある 。 そ の 後、日野市立 図書館は利用の 多い 駐車場を順次地

域図書館と して 固定館に転換 して い っ た 。 1973年に は 中央図書館を建設 し 、 1999年 2 月には人

口 16万 2千人、面積 27．53平方 キ ロ メ ー トル の 市域に 9館 を有 して い る。 日野市立図書館の 活動

の成果は、図書館が住民に と っ て 待ち望 まれて い る こ とを図書館員に知 ら しめ 、図書館 は何 を

すれ ばい い か を示 した ので ある 。

　 こ れ以後 、全国の 図書館員は確信 をもっ て 「市民の 図書館」 を実現す る こ とに努め る こ とが

で き るように な っ た。

2 − 3　 東京都の 図書館政策 （1970年）

　1967年の 東京都知事選挙で 、革新政党の 支持 を受け て 美濃部亮吉知事が再選 され 、大阪府で

は同様に黒 田 了
一

が知事に当選 した 。
い わゆ る革新自治体が全国的に 多く出現 し、住民要求を

中心 に行政 を進めよ うとす る気運が最 も高揚 した時期で ある。

　すで に公共図書館の 分野で は 「中小 レ ポー ト」が図書館の任務を明 らか に し、日野市立図書

館が具体的に その実践例を示 したこ とに よ り、図書館 に対す る住民の 期待 がい か に潜在的に高

い か を理解 し た美濃部知事は 、プ ロ ジ ェ ク ト・チーム を設置 して公立図書館振興策 を求め た 。

メ ン バ ーには 「中小 レ ポ ー ト」をま とめ た 日図協の 基準委員会委員長を務め た 清水正 三 （当時

東京都中央区立京橋図書館長）や その 事務局 を務めた前川恒雄 （当時 日野市立図書館長）な ど

が加わ っ て お り、熱心な議論の 末に1970年 4 月に報告書 「図書館政策の 課題 と対策」が発表 さ

れた。報告書は現状分析の 上 に 立 っ て都民の た め の 図書館づ くりの 目標を次の 4点に置い た 。

（1 ）暮 らしの 中へ 図書館 を （登録率20パ ーセ ン ト、都民
一

人 当た り年間 4冊の 貸出し、集

　 会活動の 援助）

（2 ＞都民の 身近に図書館 を （700メ ー
トル 圏内に 1館の 図書館）

（3）図書館に豊富な図書 を （人ロ
ー

人当た り 2冊の蔵書、蔵書の 5分の 1の 年間受入冊数）

（4 ＞司書を必 ず図書館に （専門職種 と し て 位置づ け 、 貸出登録人数 、 年間増加冊数を基本

　 に し た職員配当）
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　　　　　　　　　　　　　　　 三苫 ： 日本 に お け る 「図書館の 自由」の 展開
一公 共図書館を中心 に一

　こ の報告は同年 6 月、都民生活会議に よ っ て 都の 方針 と し て 決定 され 『東京都中期計画 1970』

に組み込まれ 1971年度 よ り実施 され た。〔5） 補助金は 、図書館建設費の 2分の 1 を、図書購入

費に つ い て は その 2分の 1 を、新設既設 にか か わ らず 3年間助成す る と い うもの で 、補助要件

の
一

つ に 司書 を配置す る こ とが盛 り込まれて い た 。 こ の 結果 、東京都の 公立図書館の 状況は飛

躍的に発展し 、 他の府県に も波及 し、国の 政策に も大 きな影響を与えた e

　実効ある行政施策 と して の 図書館振興 策が、日本で初 め て 本格的に取 り上 げられた特筆す べ

き施策で ある 。 こ の 補助政策は財政危機の 中、1977年度か ら打ち切 られ たとは い え、それ以 後

の 日本の 図書館行政や 図書館づ くり住民運動に果 した役割は計り知れな い もの が ある。

2 − 4　 「市民の 図書館』刊行 （1970年）

　1970年 には、日野市立 図書館か ら始 まる公共図書館活動の 成果を、それ以後の 図書館づ くり

運動の 指針とすべ く日図協か ら 『市民の 図書館』（6｝ が刊行 された 。 「中小レ ポ ー ト」を生み出

した 公共図書館振興プ ロ ジ ェ ク トの 成果の ま とめ とも言 え る もの で 、新書版の 小冊子 とは い え

図書館員だけで な く行政担当者や住民に も理解 しやす い 表現 、核心 を衝 い た端的な主張お よび

それ を実現す るため の具体的な方策 を提示 するこ とに よっ て 、現在に至 るまで図書館運動 に携

わ る人々 の座右 の 書で あり続 けて い る。序文は次の よ うに始ま る。

　貸出デ ス ク の 前に行列 がで きる、 一
つ の図書館で

一
日の貸出 しが千冊 を超 える、図書館奉

仕 をまず移動図書館か らは じめ る 。

　市民の 図書館で あ る市 （区）立 図書館 に こ の ような変化があ らわれた の は 、こ こ数年の こ

とで す。大 きな うね りの 兆 しが感 じられる　 とい っ て は言 い 過ぎで し ょ うか 。

　本文で は 、まず公 共図書館とは何 か に つ い て 説く 。 「公 共図書館の 基 本的機 能は 、資料 を求

めるあらゆ る人々 に、資料を提供する こ とで あ る」 と 「中小 レ ポー
ト」で提起 された基本理 念

を冒頭に掲げ、国民の 「知 る自由」と公共図書館の必須の関係を次の ように述 べ て い る。

　自由で民主的な社会 は、国民の 自由な思考と判断に よ っ て 築かれ る 。 国民の 自由な思考 と

判断は、自由で 公平で 積極的な資料提供 に よ っ て 保証 される。資料の 提供 は公 共図書館に よ っ

て 公的に保証され、誰で もめ い め い の 判断資料を公共図書館 によ っ て 得 る こ とが で き る 。 こ

の 意味で公共図書館は、国民 の 知的自由 を支 える機 関で あり、知識と教養を社会的に保証す

る機関で あ る。

　さらに 「市町村立図書館 は公 共図書館の 中核で ある」 と位置づ け 「市立図書館は全市民に奉

仕する」べ きで あ る こ と、その ために は市立図書館 は 「
一

つ の 建物で は な く、本館、分館 、 移
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動 図書館か らな る
一

つ の組織で なければな らない 」 と述べ て い る 。 なお こ こ で い う市立図書館

は町村 も含めた概念で ある 。 そして 当面の最重点 目標 として次 の 3点 を掲げた 。

（1）市民の求め る図書 を自由に気軽 に貸出す こ と 。

（2）児童の 読書要求に こ た え、徹底 して児童 にサ
ービ スす るこ と 。

（3） あらゆ る人々 に図書を貸出し 、 図書館 を市民の 身近か た置 くた め に、全域ヘ サ
ービ ス

　 網 をは りめ ぐらす こ と。

さらに後半 は、その 目標を達成する た め の 具体 的な方法を詳細か つ 簡潔に提示 し て い る。

2 − 5　貸出 しを伸ばす運動の展開

　日野市立 図書館の 活動に よ っ て貸出しの 重要性を理解 し た図書館員は 、 貸出しを伸ばすに は

どうすれ ばよ い か を模索 し始めた。なか で も公共図書館員に よっ て 組織 された図書館問題研究

会 （図問研 ）は、1967年の 全国大会にお い て 、公共図書館 に おける当面の 重点課題 を 「貸出し

を伸ばす」こ とに置 き 「図書館の 日常的な仕事を市民 の 立場で 再検討 し、その 結果 を実践 しよ

う」と い う活動方針を決議 して 、日常業務の 中で貸出 しを伸 ばすの を阻害する要因を徹底的に

究明 し、次の ような改革に 取組ん だ 、

ω

　   記名式入館票 ・閲覧票の廃止

　  貸出登録 ・
貸出方式の 簡素化

　  貸出制限冊数の 緩和

　 こ れ らは住民の図書館利 用に大 きな障壁 とな っ て い た もの で あ る 。

　次 い で さらに
一

歩進 んで 、求め られた資料は必ず提供す ると い う予約制度の 実施 を課題 と し

た 。 1974年に図問研の 全国大会で 決議 し た 「予約サービ ス 」の 内容は次の通 りで ある。（s）

予約サ
ービス の三 つ の 方法

（1 ）貸出申の 資料は、返却を待 っ て
一定期間中に 必ず希望者に提供する 。 必 要な らば複

　　本 を購入 する 。

（2）未所蔵の 資料は購入 して提供する 。

（3 ）購入出来な い 資料 （絶版 、 高価 、 利用度が低い な ど）は、他館か ら借りて提供する。

予約サ
ービ ス の 五 つ の 条件

（1 ）こ の 制度の あ る こと を住民 に広 く知 らせ る。

（2 ）
一

定の 書式や ル
ー

ル が確立 し て い る 。

（3 ）要求 された資料 が入手 出来た場合は もちろん、出来 ない 場合 も必ず本人に連絡す る 。

（4 ＞必 要な資料を購入で きる予算 を持 つ 。
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　　　　　　　 　　　　　 三 苫 ； 日本 に お け る 「図書館の 自由」の 展開
一

公共図書館を中心に一

（5）相互貸借出来 る図書館の 組織 がある。

　なお 「予約」とい う用語は所蔵資料に限 られる ように受 け取 られ るの で 、現在で は 「予約 リ

クエ ス ト ・サ ービ ス」 お よび 「予約 リ ク エ ス ト制度」と言われる こ とが多い 。

　こ の 予約制度の 実践 を通 して 図問研は 、公共図書館の 機能を 、 住民の 生存権の文化的側面 と

して の 学習権の 保障に ある と い う奉仕理 論を形成して い っ た。こ れが 「自由宣言」の 「知 る自

由」の 理 論的強化を果 し た の で ある 。

2 − 6　 図書館 づ くりの全 国的展開

　1970年代は新 し い 理念 を込 めた図書館が 、 東京や 大阪な ど の 大都市 を中心に先 行 し て 建設 さ

れて い っ た。

　だれ もが入 りやす く利用 しや すい 図書館 をつ くる こ と に よ っ て 、住民 に 日常 的に 図書館の 存

在をア ピ ール す る。 その た めには、利用者 として家庭の主婦 、 子 ど もに焦点を当て て 施設 を考

え、蔵書 を構成する 。 さ らに重要なの は職員の 姿勢 を変 えて い くこ とで あ っ た。その ような こ

とに意を注い で奉仕計画や図書館建 設が進め られた 。 例えば施設面で は 、一般の 住民 を遠 ざけ

て い た 自習室または 自習席の 廃止、出入 り自由な入 口 、 開放的な開架室、ソ フ ァ の配置、児童

室 または児童 コ
ー

ナ
ー

を前面 に据えた配置、じ ゅ うた ん コ ー
ナ
ーの 設置などで あっ た 。

　蔵書面では児童書の 比率 を高め 、小説や実用書を充実 させ た 。 特 に児童書の 中で も絵本は複

本 を充分 に備 え、小説で は 、 新書版 の もの も敬遠せ ずに購 入す るように なっ た。

　職員の心 掛け と して は、来館者へ の あい さつ を欠か さな い と同時に 、利用者の 様子に気 を配

り、適切 に 声 をか けて 資料案内を励行する 。 特に利 用者が質問 し や すい ように、書架整頓を常

に実行す る こ とは重要で ある 。 なぜ な ら利用者は職員が書架の 問に い る時が
一
番質問 しやす い

か らで ある。同時に、職員が図書の 状態 を把握 し、サービ ス 上の 創意が最 も活発に湧 き上 っ て

くる の が書架整頓の 最中だ か らで ある 。

　なかで も住民 に と っ て図書館 を身近に もた らし た もの が、自動車に よる移動図書館で ある 。

それ ま で に も移動図書館 ある い は 自動車文庫と い われ る もの は あ っ た が、初期に おい て は数十

冊単位で まとめ て代表者に貸出し、代表者が 世話人と な っ て 会員に貸出すような方式 の もの が

多か っ た。つ ま り利用者一
人
一

人 が 、 全 体の 蔵書の 中か ら自由に 選ぶ個人貸出 し で は なか っ た

ので ある 。 しか し日野市立 図書館の サービス 開始に よ っ て、移動図書館の 姿は全 く変 っ た 。 常

に魅 力ある図書 を積ん で きて 、 それ を
一

人
一

人 が自由 に借 り出せ る 日野の 移動図書館 を 、 住民

は 、初め疑 い の 目を持 っ て 眺 め、や がて群が っ て 図書を借 り出した 。移動図書館は 図書館に対

する住民の 印象を変えて しま う力が あっ た の で ある。それ に加 えて移動図書館 は図書館職員の

意識をも変え る 力があ っ た 。図書館に住民が来る の を待 つ と い う姿勢か ら、こ ちらか ら出か け

て い っ て サ
ービ ス する とい う姿勢の 転換 に よっ て 図書館 と住民の 距離は

一
挙に縮 ま り、職員の
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意識が劇的に 積極的な もの に変 っ たの で ある。建物 を建 て るよ りは容易に図書館サービス を始

め られる と い う現実的な条件 も手伝 っ て 、1970年代 は各地で 多くの 移動図書館が誕生 して い っ

た。それは住民の 図書館利用を急増 させ 、次々に地域図書館建設 へ と向か わせ た。

　一方、社会の 子どもを取り巻 く状況 の 悪化は、それ を懸念す る、子 ど もを持つ 母親た ちに、

自分た ちで運営する子ども文庫の 開設 を促進 し て い っ た 。
こ の 文庫活動が 、図書館づ くり運動

を一層押 し進 める力とな っ た 。こ の 文庫運動に つ い て は こ こ で は これ以上触れな い 。

　こ の よ うな経過をた ど っ て 、便宜的に移動図書館 1 台を 1館 と数 え る な ら、市区町村立 図書

館数は1971年の 977館 か ら 1986年の 2178館へ と2，2倍に増加 し、個人貸出冊数 は 、 人口 100人当り

41冊 か ら243冊へ と5．9倍もの 激増を見たの で ある。（9）

　こ の よ うな公 共図書館の 発展に従 っ
・て 「図書館の 自由」が、現実の 問題と して どの ように図

書館の 現場 に姿 を現 し て くるか を次 に見 る こ とにする 。

3　 「図書館 の 自由」へ の機運

　公共図書館が未成熟で国民主権、住民 自治の 意識が確立 して い な い 日本 に あ っ て は、「図書

館の 自由」と い う考え方が生ず る基盤 は極 めて薄弱で あ っ た
。

し か し戦後の 憲法に 表現 された

民主主義へ の渇望か ら、一方で権力に よる思想弾圧 の 台頭に逸早 く気付い た図書館員た ちが 「図

書館の 自由」の 思想 を日本の 図書館界に もた ら した の で ある。それは 「図書館の 自由に 関す る

宣言」と して結実 した が 、 す ぐに 日常的に図書館業務の 中で 生か されるわけに は い か な か っ た 。

現実の 図書館 はあまりに も貧弱で 、国民の 生活の 中には ほ とん ど存在 しない も同然で あ っ たか

らで ある。改め て 自由宣言が図書館員の意識に登 り、現実の 問題 とな っ て 登場す るの は、1970

年代を待たな ければな らなか っ た。

3 − 1　 「自由宣言」の 成立 （1954年）

　 1950年 6 月25日の 朝鮮戦争勃発に よ っ て 日本 は再軍備へ の 道へ 踏み こ ん で い っ た。ア メ リカ

の 対日政 策は 「非軍事化」か ら 「反共の 砦」へ と大 きく転換 し、同年 7 月 8 日に は マ ッ カ ー

サ
ーが警察予備隊の 創設を命じ 、現在の 自衛隊の 出発点 とな っ た。日本 は再武装化の み ならず、

朝鮮半島へ の 補給基地 と して軍需産業をも復活 し た 。こ の 時代の 経過を見 ると、民主主義が実

現 され る か に見 えなが ら実 は戦前の イデ オ ロ ーグ は徐々に復帰し、社会状況 もそれに対応 して

国民主権 を幻想 に陥れて い っ た よ うに思 える 。

　1951年 9 月 8 日、対 日講和条約が締結 され連合国55箇国の うち48箇国が署名 し 、 翌 1952年 4

月28日に発効、日本は独立 した 。 同時に、講和条約締結と同 じ日、日米安全保障条約が調印 さ

れ、日本 は共産 圏に対する資本主義陣営の 一
翼を担うこ と に な っ た 。

　講和条約の 発効 に伴い 、占領法規 は効力を失 う 。 国内の 治安を維持 して い た 占領軍の 団体等
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　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 三 苫 二 日本 に お ける 「図書館の 自由」 の 展開
一

公共図書館 を中心 に
一

規正令、占領目的阻害行為処罰令等い わゆるポ ツ ダ ム政令に代 る法制 を、日本 は整備 しな けれ

ばな らな か っ た 。政府 は 1952年 4 月に 、団体等規正令に代る もの と して破壊活動防止 法 （破防

法）案を国会に提出 した 。 こ の 治安立法 は、集会 、結社および言論、出版な どの 表現の 自由、

ある い は思想の 自由が制限される恐れが あ る とい うの で、日本労働組合総評議会 （総評 〉を中

心 に労働組合、知識人、マ ス コ ミ な ど広い 範囲の 反対運動を呼び起 した 。

　同年 5 月の 全国図書館大会で は破防法 につ い て の 論議 はなか っ た が、日図協の 機関誌 『図書

館雑誌』に は そ の こ とに関して 「図書館法の 精神が 冒され る可能性必 ずし も皆無 と は 言え な い

現在、文化の 使徒た るべ き図書館人が現状を自認 して い い もの で あ ろ うか 。 再軍備問題 、 破防

法問題その他、何よ りもま して 、まず最初に とりあげ、本大会の 名 におい て 図書館人の 態度 を

表明すべ き最 も重要な こ とを本大会は忘れ て い た の で はな い か」と い う感想が出た 。

  　し か

し日図協事務局長有山菘 は同誌 の前号で 、その 図書館大会につ い ての感想を次の よ うに述べ て

い る 。

（11）

　
・図書館界が 「破防法」につ い て直接発言する こ とは、厳々戒む べ きこ とで あ ると信ずる 。

　図書館が本当に information　center と して 、客観的に資料を提供す るこ と を以 っ て その 本質

とする な らば 、図書館 は一切の 政治や思想 か ら中立 で あ るべ きで あ る 。

　こ の 中立性 を破 っ て 直接政治や思想の 問題に 口 を出す こ とは、それ自身図書館 の 中立性の

自己侵 犯で 自殺行為で ある。

　「破防法」の 賛否は国民が決定するの で ある。

　図書館 は、こ の 国民の意志決定へ の資料を提供する機関で あ る。従 っ て 「破防法」に関 し

て 、図書館が重大 な関心 を有す るならば、それに つ い て の 色々 の informationを国民 に提供 し、

国民の 判断の 資に供す る努力 を今 こ そや るべ きで ある。

　図書館に つ い て の 明確な理 念が確立 し て い な か っ た時期、し か も敗戦 に よる武力放棄か ら再

軍備へ と方向転換す る政治情勢、そ うい う世情騒然 た る混乱状態の 中で 、 この 有山の発言 は見

事に将来 を見通した思 想で あ っ た 。

　その こ ろ 「図雑』誌上 に ア メ リカ の 図書館憲章が紹 介 され、1952年11月30日に開催された埼

玉県図書館大会で は、「図書館憲章」（仮称 ）の 制定方 を決議 して 日本図書館協会 に申入れを行 っ

たと伝 えられ る。日図協 は これ を受け入 れて 、1953年 7 月14日、図書館憲章拡大委員会を結成

する こ と を決定 し た 。 先 に述 べ た時代背景の もと に論議 を重ねた 末、1954年 5 月の 第40回全 国

図書館大会にお い て 自由宣言 は採択 されたの で ある 。

〔12） 副文 は論議不十分の ため採択 は見送

られた。しか し宣言は採択 された もの の 、それ を適用すべ き図書館活動 が未成熟で 、や がて 図

書館員 の 意識 に上 る こ と も少な くな っ て い っ た 。
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3 − 2　 最初の事件 「練馬図書館テ レビ ドラマ 事件」 （1967年）

　 自由宣言 が 日常の 図書館活動の 中で は忘れ去られて い た 中で 、 初め て現 実にそれ を実感する

事件が起 っ た 。

（13）

　 1967年 6 月13日、東京都の 練馬区立練馬図書館の 前で 、東映テ レ ビプ ロ ダ クシ ョ ンが、NET

テ レ ビ番組 『特別機動捜査隊』の 撮影を行っ た
。 翌 日職員が見せ られた 脚本に よる と 、 「殺人

事件で 、被害者 が図書館 で書い た手紙が手 が か りとな り、特捜 隊が図書館に出向 く。 図書館の

前は炎天下 に並ぶ 受験生 の 列 。 特捜隊は係員か ら、手紙が は さま っ て い た とい うス タ イル ブ ッ

ク と事件当時の図書貸出名簿を借 り出して 、 調査 をは じめ る 。 その貸出名簿によ っ て 、事件の

当 日被害者が図書館に二 時か ら三 時半 まで い た こ と、そ し て 、やは りその 中の 記録 が手 が か り

に な っ て 犯人が わか る」 とい う内容で ある こ とがわか っ た 。

　同図書館はすでに個人貸出 しの 記録は返却と同時に消える方式をと っ て い たが 、一
方、当時

は個人貸 出 し を伸ばす ために、多 くの 図書館で 入 館票や貸出方法の 簡略化に取 り組ん で い る過

渡期 で、まだ個人の 貸出記録が残 る方式 も多 く、 ドラ マ の シ ナ リオの よ うな例 もあ り得る こ と

で は あっ た 。 しか し図書館 は そ うい う もの だと世間に思われる の は図書館の 基本 に関わる こ と

で あ る 。 そ こで 同館は 日図協 と ともに NErl
’
に脚本の 書き直 しを申 し入れ た結果、次の ような

修正 が され た
。

1　 貸出簿は、簡単に見せ た り貸出 し た りす る こ とはで きな い 旨を台詞で 入れ、係員がみ

て あげる形 にす る。

2　 記録が残 っ て い る図書館 は、少な くな っ て い る旨、会話 で入 れ る。

　 こ の 例 は 、制作者側 が好意的で あ り 、 ま た 変更が可能な筋書きで あ っ た の で 、
こ の よ うな結

果 にな っ た が、同様な問題 はその 後 も繰 り返 し起 っ て い る 。 その 部分 を変更すれば作品その も

の が成り立 たな い もの もあ っ て 、図書館界に と っ て は頭の 痛 い 問題で ある 。

4　「自由宣言 」の 改訂

4 − 1　 山口 図書館蔵書隠匿事件 （1973年＞

　1973年 7 月23日、山口県立山口図書館 は新館 を開館 したが、旧館で は開架室に 配架 されて い

た図書の うち50数 冊が 、その 時廏 ボール 箱に 詰め られて 書庫の
一

隅 に放置 されて い た 。 それに

気 がつ い た の は 人権運動に携わ っ て い た H 牧師で あ っ た 。

（14）

　 7 月27日、H 牧師は以前に利用 した こ との ある図書 を利用 しようと したが 、自由に手 に 取 る

こ と の で きる開架室に は見当た らず、職員に閲覧を求め たが 、貸出中で は な い に もか かわ らず

発見で きな か っ た 。 『反戦自衛官』「反戦裁判』「仁保事件』「タス ケ テ クダサ イ
ー一

仁保事件と
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　　　　　　　　　　　　　　　 三 苫 ： 日本に お け る 「図書館 の 自由」の 展 開一公共図書 館 を中心 に一

岡部保さん』な ど、それは H 牧師 自身救援活動などで活動 した事件 に関わ る資料 で あ っ た。

　翌 日さら に調 べ てみ る と、次々に以前見た図書が無い 。 『ある在 日朝鮮人の 記録』『差別 と偏

見一 ヒ ロ シ マ そ して被爆朝鮮人』「家永三郎教育裁判証言集』『難死の 思想』『芸術的抵抗 と挫

折』『抵抗 と服従の 原点』『政治権力 と人間の 自由』『戦争と教育 をめ ぐっ て 』など 。

　そ こ で毎日新聞山口支局 に取材 を依頼 し て初めて 事件 が明 るみ に出た の で ある。書庫の奥に

箱に詰めて 放置 されて い た図書 は、その 日の うちに 開架書架へ もどされた 。 利用者が抗議を し、

新聞に報道され たため に 、
一

般 に も広 く知 られる こ と に な り、 図書館界に深い 衝撃を与えた 。

　新館開館に あた っ て 、 県知事 （保守党）の 視察に そな え、図書館の 判断で 特定の 政府批判、

反戦関係の 本を隠 した もの と見 られた。 H 牧師 らの 抗議の 中で図書館側が示 した だけで も、隠

した本の リス トは43冊に上 っ た。

　 この事件をき っ か けに図書館界は 、自由宣言の 再確認か ら改訂 へ と進ん で い くこ とに なっ た。

4 − 2　 「自由委員会」の発足 （1975年）と 「自由宣言」の改訂 （1979年）

　 こ の 山口 の事件に対 し、図書館界 は同年 1 月、高知で 開かれた第59回全 国図書館大会で 、自

由宣言再確認の 決議 を採択 し、翌 1974年 11月、日図協は 「図書館の 自由に 関する調査委員会」

の 設置を決定 、 1975年 3 月委員会は発足 し た 。

（15）

　委員会 の 任務 は、（1）宣言の 趣旨の普及、（2）図書館の 自由に 関す る調査研究、（3）図

書館 の 自由に関 し必要な情報の提供 、で ある 。そ し て まず取り上げた 課題 は 、 1954年の 宣言採

択の 際、保留に されて い た副文案を改訂 し宣言に加 え る こ と によ っ て 、宣言 を日常の 図書館活

動の 指針と して役立 つ もの にす るこ と で あ っ たが、その 草案が1978年 3 月22日の検討会にかけ

られた結果 、宣言 の主文 そ の もの を も含め て 改訂すべ き で あると い うこ と に な っ た。そ の こ ろ

生起 した い くつ か の 事件 もその 改訂論議 に影響 して い る。それ以降、草案の公表と図書館界の

公 開討議 を経て 、 1979年 5 月30日の 日図協総会に お い て 改訂 「宣言」が採択 された。こ れが

「図書館の 自由に 関する宣言 　1979年改訂」で ある 。 そ の 主文は冒頭 に掲 げた通 りで ある。 1954

年宣言の 3箇条に 、 新 た に 「図書館 は利用者の 秘密 を守 る」の 1箇条を加 えて 4箇条にな っ た 。

5　「図書館 の 自由」に 関す る問題 の 生起

5 − 1　 「ピノ キオ」問題 （1976年）

　自由宣言改訂 に至 る時期に起 きた こ の 「ピ ノ キ オ」問題は 、人権 に か か わる内容 を持 つ 資料

の取扱い に つ い て 、図書館の 対応が図書館界 を超 えて問われた初めて の問題 と い っ て もよ い 。（
16）

　1976年秋、障害者を近親に持つ
一
市民が 童話 「ピノ キオ」に障害者 を差別す る内容がある こ

と に 気が つ い て 、11月 4 日発行所の 小学館に抗議をし た の が発端 で、やがて 「障害者差別 を許

さな い 、 まず 『ピノ キオ』を洗 う会」 （以下 「洗 う会」） が結成 されて 、11月26日小学館に 「ピ
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ノ キ オ」の 全面回収を求め て抗議文 「ア ピー
ル
ー 『障害者」差別 の 童話 『ピ ノ キオ』の 全面 回

収を求め る
一

」が発表 された。趣 旨は次の よ うな内容 で ある。

　  ピ ノ キオ童話 には

　　　「・び っ こ 　の 　きつ ね　と　め くら　の 　ね こ ・… とい っ た書 き方

　　　　・
そ の　きつ ね と　ね こが　ピ ノ キオ を　だ まして 　木 に つ る し、かね を　うば う・・

　　　　 一一と い う話

　　　　・松葉づ えを　つ い た　きつ ね 　と　黒め が ねを　か け た　ね こ ・… の 絵」

　　 な どの 内容が ある。

　  その 上、狐 と猫に 、

　　　「ピ ノ キオ さん 、 金 貨をぬ すん だこ とは あや まります。ど うか どうか 、お な さけをお か

　　　 けくだ さい 。」

　　　「あわれなね こ と きつ ね め に、お金 をめ ぐんで や っ て くだ さい 。」

　　とまで言わせ るほ ど 「障害者」を哀れ な者 と して描い て い る 。

　  狐 と猫がなぜ わざわ ざ、び っ こやめ くらの まね をす る、と い うよ うに描か な けれ ばい け な

　 　 い の か 。

　  結局、障害者は危な くて 恐 ろし い 人達、また不幸で か わい そ うな哀れ む べ き人達で あ ると

　　い う、差別する心 を小 さな子どもたちに教えこ み植 えつ けて し まう。

　  小学館 は 4 種類の 「ピ ノ キオ 」の 回収 は認めた が、売 り出したばか りの 『国際版　少年少

　　女世界文学全集　第 1巻　ピ ノ ッ キオ の 冒険』は回収 で きない とい っ て い るの は、他の 11

　　社が回収 に 前向きの 回答 を寄せ て い る中で 、金 もうけが大切 と考えて い る証拠で あ る 。

　 こ の 告発が 11月27日の 新聞各紙に報道 され る と、名古屋市で は中央図書館 か らの 電話 に よる

指示に よっ て 、全図書館の 児童室か ら 「ピ ノ キオ」 を事務室 に回収す ると い う措置 が取 られた 。

こ れに 対 し館内で は職員の 中か ら異議が出され 、各段階で の検討が行われた が容易に結論 は出

なか っ た c 翌年館長会は 、 おお か た の 意見が 条件付き公開の 方向に ある と判断 し、公開の ため

の 六人委員会 を設置 し て 検討 した結果、1977年 5 月に 「『ピ ノ キ オ 問題』は図書館の 自由に か

かわ る重要な問題で あ り、今後広 く検討す る必要 が あるの で 公開 し、市民の 提言 を参考 と して

結論 をみ ちび きた い 」とい う見解を出し て 解散した 。 しか し具体的な方法の 提案に至 らなか っ

たた め論議は停滞 した 。 そ の 後、図書館関係 団体の 論議 、提案、それに 抗議 団体 と の話合い 等

が なされ、容易に 合意 が得 られた わけで は な い が 、簡単に経過を追 うと以下の よ うに な る。

　 1977年 9 月、館内に 「ピ ノ キ オ検討小委員会」を設置 、 児童室 か らの 回収が誤 りで あっ た こ

とを認め、翌年 「ピノ キオ 問題解泱の ため に」 と題 して 次の 5項 目を提案 し、職員全体お よび

「洗 う会」の 了解 を得た。

  「ピ ノキオ」の 回収 を解除 し た うえ で 、 1年間 「ピ ノ キオ コ ーナ
ー1 に別置 し 、 検討の た
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　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 三 苫 ：日本 にお け る 「図書館 の 自由」 の展開
一

公 共図書館を中心に
一

　めの 貸出 し をする 。

  図書館に おける 「ピノ キオ 」検討資料を公 開する と ともに 、広 く 「ピノ キ オ」問題関係

　資料を閲覧に供する 。

  「ピ ノ キオ」利 用者の 意見 を聞 く。

  　「ピノ キオ」問題と差別問題 に つ い て 、障害 をもつ 人び と と話合い を行う 。

  　身体障害者問題 につ い て 、 職員研修会を行 う 。

　1978年 10月 1 日、「ピ ノ キオ コ ーナー」は名古屋市の 全図書館の 成人室に設 けられた 。

1979年 10月 1 日、一
年間の検討の ための公 開を終 え 「ピノキオ」は児童室に もどされた。も

どすに当 っ て 「ピ ノキオ を児童室 に戻 します」とい う見解の 中で次の ように述 べ られて い る。

　100年前に書か れた童話 「ピ ノ キ オ」は 、現代の 目で見直せ ば問題にな る表現 ・内容をもっ

て い ます。図書館が それ を提供する こ と に よ っ て 、障害をもつ 人た ちを傷つ け、差別思想 を

助長す る おそれが な い とは い い きれませ ん 。 しか し、「ピ ノ キオ」が障害をもつ 人個人の 人

権を明 ら か に侵害 し て い る こ とも、子 ど もの 差別意識 を助長する か どうか 具体的に解明する

こ と も困難で すし、明白な差別図書で ある か どうか は断定で きませ ん 。 さら に 、差別助長の

お それが な い とは い い きれな い とい う理由で資料提供をや め る こ とは、市民 の 知る権利 を保

障す る と い う図書館の 責任 を放棄す る こ とに な りますの で 、「ピ ノ キ オ」 を児童室に もど し

ます。

　また 同時に、館内に 「図書館の 自由問題検討委員会」（以下 「自由問題委員会」）の設置が提

起 された。これは 一自治体単位の 図書館 と し て は お そ ら く日本で 初め て の もの で ある。そ し て

三年間にわた る模索の 結果が 、 差別 ・人権問題 に関わる資料の 検討の 三 原則と して 提起 された 。

  　問題資料の 検討は 、職制判断で 行わず、職員集団全体の 検討 とす る。

  広 く市民 に参加 をよびか け、検討を深め る。

  問題 に関わ る当事 ・者の 意見 を聞 い て検討す る。

　「ピ ノキオ」問題は 、人権 および差別の 問題 が、「図書館 の 自由」 との か か わりで 、図書館界

お よびそれ を超 えて 、広 く論議 された初めて と い っ て もい い 事件で あっ た 。
こ の 経験が、そ の

後の 名古屋市 で起 きる図書館の 自由に か か わ る問題 に生か されて い っ たこ とは い うまで もない 。

例 えば、そ の
一

つ と して次項に述べ る 『名古屋市史』の 復刻版問題が挙げられ る 。 同時に、こ

の 名古屋市図書館の 真摯な取組 みが、その 後次第 に頻度 を高め て 生起 して くる 「図書館の 自由」

の 問題 へ の 対応 に と っ て 、大 きな指針 とな っ た点で 画期的な事件 で あっ た と い える。
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5 − 2　 『名古屋市史』復刻版問題 （1979年）

　1979年10月23日に復刻、配本 された 『名古屋 市史』 （大正 4 年 〜昭和 9年刊 ）の 風俗編 に つ

い て
、 名古屋市同和対策室が 、 被差別部落を示す地名 と差別表現 が ある こ とを発見 し、復刻版

発行元の 出版社 に 問題箇所 を削除 し 白紙 に し て 出版 し直すよ う指導し、出版社 もすで に販売 し

た もの を回収する ことに同意 した 。図書館には 「市史の 中で 問題の ある巻 の利用 は研究者など

に制限し 、 住所 ・氏名 ・利用 目的をたずね る こ と」と依頼 して きた 。

（17）

　図書館で は、資料の 部分削除の 問題および利用者の秘密保持 に つ い て 異議を表明すると同時

に 自由問題委員会を開 き、先行 し た 『目黒区史』問題   や 部落問題の 資料集を作成 し て全職

員に配布 し検討と研修 を行い 、

一
方で は部落解放同盟愛知県連や愛知県部落解放連合会の 意見

を聞い た。「一括削除 は差別 の 歴史的事実の 抹消 に つ な が り、解放の 戦 い の 源流を否定する こ

とに通じる」と い う意見も出て 解放運動団体も対応を変 え、完全復刻の 方向に 向 っ た。1980年

5 月、名古屋市は 「名古屋市史復刻版の取扱い に つ い て」と い う方針をあ きらか に し、次 の よ

うな基本的な考 えに基づ い て 「あとが き」 をつ けて 、完全復刻の 形で 続刊 される こ とに なっ た 。

  　差別 的表現 があ っ て も、歴史的事実 とし て 、手 を加 える こ とな く、原文の まま復刻出版

　する。

  　た だ し、い たずらに 差別意識 を助長する こ との な い ように、あとが きで解説する 。 内容

　は 、 史料か ら封建支配の実態 を正 し く読み と り、同和問題 を理解で きるもの とする。

  「あとが き」 は行政の 主体性に おい て 解説する。

　「あとが き」は 、問題 が指摘された風俗編
・
政治編二 ・地理編 ・地図編に付 され、全巻 が完

全復刻された 。 図書館で は 、「あ とが き」の あ る復 刻版 は開架 し、「あとが き」の な い 旧版 は閉

架資料と した 。

5 − 3　 広島県立図書館蔵書隠匿裁断事件 （1984年）

　1985年 1 月12日、広島県立 図書館で所蔵 して い る 「同和行政の 実際』（同県民生労働部社会

課編　1966年発行）に、同和行政の推進に適切で な い 部分が含まれて い る と利用者 か ら指摘 さ

れた 。こ れは県の 同和行政担 当者が まとめた部内資料で 、問題の 箇所 は 「差別事件の解決方法」

と い う他県の 資料の 転載部分 と、広島県 内422箇所 の 被差別 部落の 地名 ・戸数 ・人口 を詳細に

記録 した部分で ある。こ の よ うな資料が、不用意 にだれで も利用で き る状態 で公 開 されて い た

こ と に対 し 、図書館お よび行政 各部門の 同和問題 に対する理解の 浅 さ と 、関係資料管理 の ずさ

ん さに つ い て 、部落解放同盟 か ら厳 しく追及 された 。

　その追求の 過程で 新た な事実 が明 らか に な っ た。県立図書館で は 1977年以降、一課長 が 「表

現 ・内容に問題 が ある」図書を書架お よび移動図書館か ら抜 き取 り、 ロ ッ カ ーに 別置 し て い た
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　　　　　　　　　　　　　　　 三苫 ：日本に おける 「図書館 の 自由」の 展開
一公 共図書館 を中心 に一

の で ある。その 図書が1985年 1 月末で 162冊に 達 して い た 。 同様に 受入 れを保留 し て い た 図書

も22冊あ っ た。こ れ らの 図書の うち14冊が除籍処分 され、35冊が課長 に よっ て 表紙や表題紙 が

破 り去 られ小 口 が切断 されて い た 。
こ れ らの 図書の 中に は 、山本政夫、土方鉄 、八 木晃介らの

同和問題 に関する資料や 『橋の ない 川』、さら に ス モ ン 関係図書 な どが含まれ て い た 。（）9）

　こ の 事実 が報道され る と、再び図書館界は大きな衝撃 を受けた。こ の ような問題 が起 る背景

には 、次々 と 「問題の あ る資料」につ い て 「適切 な措置」 を求め る通知文書 を出す県教育委員

会の姿勢、そうい う資料 を充分な検討 もなく排除 して して しま う県立図書館の体質、そ して そ

れ を醸成 し て きた土壌が あ っ た 。 行政や権力か らは 自由で ある はずの 県公共図書館協会まで も、

県教委同和教育課 の資料に基づ き 「差別を助長する問題 図書」を県内の 公立図書館長に通知す

る無節操 さなの で ある。実際、県立図書館で 閲覧で きな い ように別置 された図書を見る と、多

少で も部落問題に 関わ りが あ るもの と差別用語 を含 む もの を見境無 く取 り込ん で い っ た形跡 が

ある 。 とて も 「国民の知る 自由」あ るい は 「知る権利」を守 るべ き図書館 な い しは図書館員の

仕業 とは思 えない もの で あ っ た。

　1980年代 と い う時代 は、盛 り上 が る図書館運動が 急速に 国民の 間 に容認 されて 図書館数が増

え、貸出しが伸び、サ
ービ ス 内容の 充実期 に は い っ た と こ ろで あっ た 。 それに先立 つ 十数年間、

国民 の知 る自由を保障す るため に、貸出しを伸ばすこ とを基本に据えて 、利用方法の 簡略化 を

は か り、予約 リ ク エ ス ト制度 に力を入れて きた図書館員の 必死の 努力が 、ようや く実 りの 時期

に入 っ た とこ ろで あっ た 。 広島県立図書館 の 事件 は その 努力を全 く無視す るかの よ うに起 っ た 。

山口 図書館の 事件と同様に大き な衝撃で あ っ た。む しろ図書館の 発展状況、「図書館の 自由」

の理 念の浸透度を考えたら、山口 事件以上で あ っ た 。 山口 の 時 に も言われた こ とだ が
、

こ の 事

件 は相当 に 日本全 体の 思 想状況 を表わ して い る こ とを改 めて実感 させ た の で ある。

5 − 4　 富山県立図書館図録 損壊事件 （1990年）

　1986年 3 月15日か ら 1 ヵ 月、富山県立近代美術館 で 開催 された 「86富山の 美術」に 出品 され

た 大浦信行の 版画 「遠近 を抱 え て 」に つ い て 、6 月の 同県議会常任委員会 における 「不快」 で

あると い う議員の発言 をき っ か け に、7 月、その 作品および図録 『
’
86富山の 美術』が非公開 と

された。作品は昭和天皇の 写真に骸骨、脳の 解剖図、裸婦な どを配 した コ ラ
ー

ジ ュ で ある。そ

の こ ろ、右翼団体が県庁周辺で大規模な街頭宣伝活動 を行 っ て い る。美術館は その 後、1992年

8 月に知事が執務室で
一右翼構成員に 襲撃 され ると い う事件を経過 して 、 大浦作品を匿名の 個

人 に売却 、図録470部 を焼却 した が、こ れに対 し市民団体 が監査請求 、国家賠償訴訟 を行 っ て

い る 。

　一方、県立図書館は 1986年 8 月、
一

般公 開 しな い とい う条件で 「図録」の 送付 を受 けたが 、

日図協自由委員会 などの 要請 もあり、1990年3月、制限付 き公開 に踏み切 っ た 。しか し公 開初

日の 3 月22日、行動右翼の 一神職が閲覧 し大浦作品部分を破 り裂い た。県知事はた だちに 犯人
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を告訴 し県議会 は非難決議を行 っ た。 

　 1995年 9 月、最高裁で犯人の有罪 が確定したが 、県立図書館長 は押収物件の 、破 られた 「図

録」の 還付請求権を放棄 し た
。 放棄の 理 由は 「  4 ペ ージが 35片 に破損 し、図録の 目的か らみ

て修復の 価値が無い 、  図録の 公開、非公 開をめ ぐる論争が長年にわた っ て続 き、事件 まで発

生す るなど憂慮すべ き状態で今 日に至 っ て い る」た めとい う。  さらに 「表現の 自由に つ い て

も考慮 し た が、図書館の 正常な運営の た め に はやむ をえない 措置 と判断 した」結果 、 「館長の

責任 と権限」 で 決定 した とい う。（Z2）
「図録」を所蔵するこ とに よ り、右翼な どの 抗議行動 を回

避するためで ある こ とは明 らか で あろう。

　その 後 も 「図録」に関 しては住民の予約 リク エ ス トに もこ た えず、寄贈 申 し出に も頑 と して

応 じよ うと して い な い 。結局 こ の 図書館 は、図書館の 目的を 「資料の あ る状態」 よりも 「平穏

に 入館で きる状態」に置い た こ とに な る 。 「国民の 知 る 自由」を保障するた め に 、 求 め られた

資料 は草の 根 を分 けて も探 し出 して提供 しようと努力 して きた図書館界 を裏切 る もの で あ っ た 。

5 − 5　 『タ イ買春読本』問題 （1994年 ）

　『タ イ買春読本』 （データ ハ ウス ）の 初版 は 1994年 9 月に 出版された 。 編者 は週刊誌記者や写

真家か ら成 る 「ア ジア性風 俗研究会」で あ っ た 。現地 取材 に基づ く具体的なタ イ各地の 歓楽街

の 店とそ の シ ス テ ム、料金、実体験 を詳 し く紹介 した案内書に な っ て い る 。

（23｝

　こ れに対 して 「ア ジ ア の 女た ちの 会」、「タ イ女性 の 友」 などか ら抗議の声 があ が り、世界の

市民グ ル ープか らの 絶版、回収 を求め る動 きに発展 した 。 1995年 7 月には 、編者名か ら 「性」

の 一
字を削 っ て 「ア ジ ア風俗研究会」 と変 え、抗議 団体等とのや りと りを巻末に収録 し、タ イ

の 女性の 写真 は白黒反転 し た 「全面改訂版」 を出版 した が、本体の 意図は全 く変 っ て い な い
。

　1995年12月15日、「ア ジ ア の 児童売春阻止 を訴 える会」 （カ ス パ ル ）の 静岡事務局か ら図書館

に こ の 図書の 廃棄を求めて要望書が出された 。 それ に対 して 市立図書館 は次 の ような考えを表

明 して 、 廃棄は しな い と回答 して い る。

　「こ の 本 に つ い て は、出版に対する異議が ある こ とが わか っ て い ます 。 改訂版 には その 抗議

記録や報道 された資料が載 っ て い る の で 、対立する意 見の参考資料と して収集す る価値 が ある

と判断 しま した 。 」

　「い ろ い ろな立場の 人の 、自分の 価値観 に基づ く「図書館に置くべ きで な い 』とい う要求に従 っ

て 廃棄をくりか え して い た ら、図書館に は本 など置けなくな っ て しま い ます。 」

　「ある本の 内容 に賛成するか 、反対するか 、どの よ うな読み方 をす る か は 、利用 ・者の 皆 さん

の 自由で す 。 」

　「ある個 人や 団体の意見で 本の廃棄をする こ とは、す べ て の 利用者が、その 個人や 団体が想

定 した読み方をする と、勝手 に決め つ けた こ とにな ります。」

　
一

方 「静岡市の 図書館 をよ くする会」（よ くす る会）は、図書館の 立場を支持 して カ ス パ ル
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　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 三 苫 ：日本 に お け る 「図書館の 自由」の 展開一公 共図書館 を中心 に一

との 間で も論議が続けられ、結果 と し て 図書館の 考えが支持され た形で 経過 し て い る。

　 こ の 事件は 、 静岡市立図書館の 明確な 資料収集の 姿勢をめ ぐっ て 、異な っ た意見を持つ 市民

団体の 間で論議が戦わ された例で ある。その 中で 図書館が、住民の知 る 自由 を保障す るために

主体性を堅持 した こ と を高 く評価すべ き で ある。

　その後 、 静岡市の 市民 団体 「子 ど もの命を守る会」が 、「静岡県青少年の た めの 良好な環境

整備 に関する条例」 （青少年環境整備条例） に基づ き有害 図書指定 の 審査 を要求 し、1999年 7

月26日こ の 本 は 『タ イ夜 の 歩 き方』（現地風 俗情報編　データ ハ ウ ス　 1997） と合せ て 有害図

書に指定 された 。 指定を受ける と、業者な どが違反した場合20万 円以下の 罰金が科せ られ るが、

その 規制 が図書館に及ぶ の か どうか に つ い て は、まだ明確 に結論 は出て い ない 。四

5 − 6　 国立国会図書館利用記録押収問題 （1995年）

　1995年、新聞 に まだ 1 月17日の 阪神淡路大震災の 報道が 続く中の 3 月20日 、 東京の 地下鉄で

サ リンに よ る無差別殺人事件が起 っ た 。 オウ ム真理教の 犯行で あ っ た 。

　 3月29日、警視庁担当者 が刑事訴訟法 （刑訴法）197条 （捜査 と必要な取調）に基づ く照会

書 を携え て 国立 国会図書館 （以下 「国会図書館」）に 来館 、利 用記録の 閲覧を求めて きた。国

会図書館は 、 憲法第35条 （住居侵入 ・捜索 ・押収 に対す る保障）、国会職員法第 19条 （守秘義

務 ）お よび 自由宣言第 3 に よっ て 、秘密保持の ため協力を拒否 した 。

 

　 4月 6 日、 今度 は改めて 憲法第35条お よび刑訴法第219条 （犯罪捜 査の た めの 差押 ・捜索等

の 令状の 記載事項）に基づ き東京地裁発行の 差押許可状 （
一般 に 「捜査令状」〉を持参 して来

た 。 そ の結果1994年 1月 5 日か ら1995年 2 月28日まで の 利用申込書約53万人分、資料請求票約

75万件、資料複写申込書約 30万件が押収 された
。 そ の 後若干追加が あ り、 6 月22日に は利用 申

込書 3枚、資料複写 申込書 7 枚 を除きほ とん ど返還 された 。 つ ま り事件 と関係の 無い お よそ53

万 人もの 個人の 読書記録が警視庁の 管理下に置かれた こ とに な る 。
こ れに対 して 、い くつ か の

団体が プ ラ イバ シ ー侵害 とし て 国会図書館に抗議行動 を行 っ た。

　問題は 、差押許可 状な る もの が、対象を特定する こ とを求め て い る法令に反 して実に簡単に

裁 判所 が発行 する慣行が ある こ とで ある。自由宣言第 3 （利用者の 秘密を守 る）の 副文 に ある

但 し書 き 「憲法第35条に基づ く令状を確認 した場合 は例外とす る」 に注 目が集 ま り、改 め て 再

検討の 対象 に な っ て きた の で ある。

5 − 7　 『完全 自殺 マ ニ ュ ア ル』閲覧制限問題 （1996年）

　あ らゆ る自殺の 方法を克明に記述した 「完全自殺 マ ニ ュ ア ル 』 （鶴見済著　太 田出版　1993）

は当初か ら図書館 によ っ て は要注意資料と され、それに よ っ て 自殺 した と疑われる事件もあ っ

て 、書店 の 販売 自粛 の 動 きがあり、貸 出 し に何 ら か の 制約 を設けた図書館 もあ っ た。

　1996年 1 月に米子市で男子 中学 3年生 が同書を傍 らに置い て感電死 した こ とが報道され るに
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及び、同書に 対す る論議が沸騰 し た。鳥取県書店商業組合 は販売の 自主規制を要請し た と伝え

られた 。

 

　鳥取市民図書館 で は職員が話 し合 っ て 、高校生以下の 貸出 には制限 を設 ける こ とに した。開

架室に置 くこ とをや め て 、中学生以下の 貸出しには親の 同意 を求め る こ と に し た。高校生 に は

同書 に対する多様 な意見や反響 を集 めた 「ぼ くたちの 「完全 自殺 マ ニ
ュ ア ル 」』 （鶴見済編　太

田出版 　1994）をセ ッ トで貸出すこ とに した。〔27＞

　自殺 し た青少年の 傍 らに同書が残されて い た とい う事件 が何件か 報道 されて 、群馬県や 岡山

県で有害図書に指定され、さ らに増え る形勢で あ る 。 有害か ど うか の 判断 は極 めて感覚的で 、

個人の 倫理観 に 左右 される上 に 拡大 され易 い もの で ある。図書館界 で は こ の 風潮 に強 い 危機感

を抱い て い る 。 情報の 価値 は あ くまで も個人が判断す るもの で ある とい うの が 「図書館 の 自由」

の 考え方だか らで ある 。

5 − 8　　 神戸連続児童殺傷事件 と実名 ・写真報道 （1997年）

　1997年 3 月、神戸市で女子小学生 が続けて襲われ、1人が死亡する事件があ っ たの に続き、5

月24日に は小学 6年の 男子児童が行方不 明に な り、27日に頭部が 中学校の 正門前で 発見 され た。

6 月28日に容疑者と して 14歳の 男子中学生が逮捕され世間を震撼させ た 。

　その 直後の 7 月 2 日に発売 された写真週刊誌 「フ ォ
ーカ ス 』7 月、9 日号 （新潮社）が こ の 事

件を記事に し た
。 実名は出さずに容疑者少年の 顔写真を掲載した 。 続い て翌 3 日に発売 され た

『週刊新潮 』7 月10日号 もこれ を記事に した 。 これは仮名で 、顔写真 に 目隠 し の 帯があ っ た。（28）

　容疑者が少年法の適用 を受け る年齢で あ っ た ため に、発売以前に各方面か ら発売中止 の 要請

が相次 ぎ、書店の 多くは販売を取 りや めた。東京法務局 も新潮社に 2誌の 回収を勧告した 。 『週

刊新潮』の 編集部は 「
一

方的な回収の 勧告は 、報道、表現の 自由に対す る干渉 に等 し い 」 と反

論 した。少年法の 精神 を尊重 し、どんなに凶悪で あ っ て も将来の ある容疑者少年の 人権、プラ

イバ シ ーは守 られるべ きで あると い う正統 論 と、凶悪犯罪 におい て は少年法の 適用は無用で あ

る と い う立場か らの 掲載賛成論が対立 した。

　
一

方、事件が世間の 耳 目を集め た上に 、問題記事 が掲載 された の が多数の 読者 を持 つ 週刊誌

で あ っ たた め に 、 図書館にお け る両誌の 取扱い につ い て マ ス コ ミが注目する こ とにな っ た 。

　 こ れまで 「図書館の 自由」 に か か わ る問題で 、図書館 が社会の 中で 自らの 判断 を問われたこ

とは稀で あっ た 。 図書館界で 問題視され た事件で も、社会か らそ の 責任 を追求 され る こ とは ほ

とんど無か っ た とい っ て もい い 。H頃は どんな判断 を し て も問題に されなか っ た地域の 図書館

まで 右か 左か の 判断を迫られ たの で あ る 。 そ して 多くの図書館は 自らの 主体的な判断 をな し得

ず、日図協に 見解 を求め、県立図書館に 指示 を求め、近隣の 図書館 の や り方 を右顧左眄する結

果 にな っ た 。 日本の 図書館 の 状況 が社会の 表面 に さ らけ出 された とい うべ きで あろう。

　「図書館 の 自由」に つ い て の 問題 は 、全図書館一
律に資料提供の 対応 が決 ま ると い う こと に
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は な らな い 。図書館の 種類に よ り、規模 に よ り、地域 に より、置か れた状況 に より、さらに場

合に よ っ て は職員の 見識の 程度 に より違 い が 出て くる もので ある 。 それは それぞれの 図書館が

主体性を もっ て決定すべ き こ とが ら で ある．しか し 日本 で は、それがで きる図書館はむ しろ少

な い の が現状で ある。それが こ の 事件で は如実に 判明 した と い うこ と に なる。

　 日図協で は最低限の 考慮すべ き要件 を示 した見解を全国に流 した 。   少年法61条に抵触する

可能性が あ る こ と、  自由宣言の 第 2 「資料提供の 自由」の 例外要件 「人権また は プラ イ バ シ ー

を侵害する」と考え られる こ と、  同時に資料保存の 責任 に留意す るこ と、で ある。これは し

か し多 くの 図書館で 、「だか ら利用制限をする べ きだ」 と単純に取 られた 。

　結局、全国の 70パ ーセ ン ト前後の 図書館が 、 2 誌に つ い て 何 らか の 形で閲覧制限 をした 。 当

該 ペ ージ を切 り取 っ た り 、 墨塗 りをした りして、資料の 原形 を損 っ た図書館 も多い 。 こ の 際 に

定期購入 をやめ た図書館 もあ っ た。

　翌 1998年 2 月IO日に発売 された 月刊誌 「文藝春秋』3 月号に は少年の検事調書が掲載された 。

し か し内容 は克明で残酷で あ りな が ら固有名詞 を注意深 く伏せ て あ るため 、日図協は 「当該記

事の提供を制限する理 由は見当た らない 」 とい う参考意 見を全国に通知 した 。 月刊誌 とい う条

件 もあ っ て 、
これ につ い て は 閲覧制限 した 図書館 は、先 の 2誌 とは逆 に30パ ーセ ン トを下回 っ

た。 

5 − 9　 『三 島由紀夫一剣 と寒紅』問題 （1998年）

　1998年、福島次郎著 『三 島 由紀夫一剣 と寒紅』 （文藝春 秋）が 出版 された 。それに先立 ち同

社の 月刊誌 『文学界』4 月号 に も一部が 掲載 された 。 著者が三 島由紀夫と の 同性愛を赤裸々 に

書い た作品で あ る 。 これに つ い て 三 島由紀 夫の 遺族が、三島の 未公 開の手紙 を掲載 、 著作権を

侵害 された とい う理由で 、出版差止 め を求めて仮処分 を申請、3 月30日東京地裁 は遺族の 主張 を

全面 的に認 め、出版元 お よび著者 に同書の 出版差止 め と 1週間以内の 回収 を命 じ、文藝春秋は

それに応 じた 。

〔30）

　こ れは遺族 と出版側 との 間の 著作権法上の問題 と して争われた に もか かわ らず、こ の 決定が

報 じられ る と早速閲覧制限を実施 した 図書館があ っ た 中で 、4 月27日に東京都立 中央図書館が

都立 各館 に 通知 し た、単行本および雑誌と もに 「特段の 利用制限を行わな い 」 とい う決定 〔30

は適切な もの と して 評価で きる。 理由 は 「図書館 に とっ て 、国民の 知 る 自由の ため に 、図書

館資料 を自由に 提供する こ と が最 も重要な任務で ある」 と い う原則 に立 っ て 検討 し た結果、こ

の 問題 が 「債権者 （三 島由紀 夫の 著作権継承者）と債務者 （（株）文藝春秋及び著者）間の 著

作権 を巡 る争い で あり、・…
（中略）… ・仮処分決定の 効力は、債務者で は な い 図書館 に は及

ぼな い 。また本件 は 人権や プ ラ イ バ シ ーを巡る争い で もな い
。 」雑誌 には そ もそも仮処分申請

の対 象とな っ た手紙等を含んで い な い 、と い うもの で ある 。 従 っ て い ずれ も閲覧制限 をする理

由が無い と い う結論を出 し て い るの で ある。
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　何 らか の 制限的な司法判断が下 され る と、よ く検討せずに 閲覧制限をして しま う図書館が多

い 中で 、こ の 決定は極 めて 明快で 図書館の 責務を明示する もので あ っ た 。

6　 終 りに

　「図書館の 自由」は図書館存立の 基礎で あり、それに関わ る事件 は公共図書館の 発展に 比例

して増えて い る。紹介した事例 は近年で はほん の 氷 山の 一角 と い っ て もい い 状況 に な っ て きて

い る。特 に神戸の 児童殺害事件を契機 と して 、図書館の動向をマ ス コ ミが注目し、従 っ て 国民

の 注目をも集める状況が出て きて い る。そ して 図書館で は逆に過度に神経過敏に な っ て利 用制

限 した りする例 も多い 。 例 えば柳美里が 、小説 「石 に泳 ぐ魚」 （『新潮」 1994年 9 月号 ）に つ い

て モ デ ル とな っ た女性か らプライバ シ
ー
侵害で訴え られ、1999年 6 月22日、出版禁止 の 判決が

出る と 、 図書館の 中には早速そ の雑誌を閲覧制限する と こ ろが 出て きて い る。

　神戸の 事件 を契機 に し て 、「資料選択基準」 あるい は 「資料提供制限要項」を制定する図書

館が増えて い る 。 その 多くは、問題に な りそ うな図書 を受入れな い 、ある い は提供 しな い です

まそ うとい うとい う下心 が見え て い る 。 時に 「公序良俗」 とい う言葉が出て くるが 、これは極

め て恣意的に資料の価値 を決め得る 「基準」で あ り、最終 的には資料の 価値 は個人 が判断する

と い う 「図書館の 自由」の 基本理念をな い が しろにする も の で ある 。

　次 に、ある資料につ い て何 らか の 司法判断が 出た 場合 、 裁判所か ら も当事者か ら も、命令も

請求 もされて い ない の に利用制限 をし た り回収に 応 じ た りする図書館が 多い こ とは 、図書館の

主体性の 無 さ、未成熟を示すもので ある 。 しか し 『剣と寒紅』に おける東京都立図書館の 検討

結果な ど今後の 期待を抱か せ る もの もある。

　「国民の 知 る 自由を保 障す る」と い う図書館の 目標に近づ くため に は、図書館が権力に左右

され な い 主体的な行動 をと り得 る機 関と し て 、社会の 注 目に 耐 えられ る力 をつ ける必要が ある。
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